
 
  

明日（12/3）団体交渉開催 

12月一時金、更なる前進回答を求めます！ 

≪拡大窓口交渉（11/29）の報告≫ 

機構、「所要の調整」で組合員層の負担軽減を提案 
12月期一時金について、労組は機構との交渉を続けた結果、「所要の調整｣において組合員

層に係る負担軽減措置を提案してきました。明日（12/3）予定されている団体交渉では、更な

る前進回答を要求し交渉を行います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 独法見直し基本法案に反対する声明  特殊法人労連が発表 

特殊法人労連は11月26日、行政刷新会議の「基本方針」に反対する声明を発表しました。 

内容は、自公政権時代からの一連の「行政改革・民営化」路線を進め、今回の「基本方針」

を踏まえ「改革の第二段階として・・・独立行政法人の制度・組織の見直しの検討」を進める

としており、組織そのものの見直しがこれから進められようとしています。特殊法人労連は、

各方面と連帯し「基本方針」の問題点を明らかにし、公的事業を守り、雇用と労働条件を守る

ために奮闘すると発表しました。 

※ 原子力機構に係わる「事務・事業」及び「資産・運営等」の見直しは裏面参照 

……………………………………………………………………………………………………… 

国民の安全・くらしを切り捨てる「独法見直し基本方針」に抗議する (声明) 

2010年11月26日 

特殊法人労連幹事会 

1 本日、政府の行政刷新会議（議長・菅直人首相）は、「独立行政法人の事務事業見直しの基

本方針」を決定し、104ある全ての独法に対して「事業の縮小・変更」と実施時期を盛り込ん

だ工程表を示した。これは独法の「民営化・解体」へ導こうとするものであり、特殊法人労

連は国民の安全・安心とくらしの安定を壊す「基本方針」に強く抗議するものである。 

２  行政刷新会議は閣議決定による設置であり、「基本方針」を導き出した事業仕分けは法的

拘束力を持たないことは周知の事実である。片や独法は、憲法の理念に基づき、経済の発展

や基本的人権を国が保障する施策を実際に行う法人として歴史と実績を持ち、個別の設立法

にはそれぞれその事業の理念と重要性が規定されている。法律によらない仕分け結果が法律

に基づく事業を簡単に「廃止・民間移行」等と決めつけて良いわけがない。 

同時に、事業仕分けのやり方についても、原則、「１事業１時間」の時間帯の中で行われ

たため、「消化不足」が指摘されていたものである。今回の「基本方針」は、このような課

題を包含する事業仕分け結果を、無批判的に、かつ、機械的に列挙したものであることを指

摘するものである。 

３ 特殊法人労連は、もともと事業仕分けは国民生活と地方経済を疲弊させ、貧困と格差を広

げた構造改革路線からうまれた手法だと批判してきた。効率優先で社会保障や公共事業、研

究・芸術分野の事業を縮小・廃止することに反対してきた。 

  （略） 

  また、国民生活センターの見直しや水資源機構の施設管理業務の民間委託拡大等も、国民

の安全・安心を揺るがせるのではないか懸念するものである。国立病院の再編や運営費交付

金の縮減等も国民から批判が起るだろう。大学入試センターの独立採算は受験生の利用料に

跳ね返り、自己収入の拡大も利用者負担を増やすことになる等、諸問題を含んだ「基本方

針」である。 

４ 菅内閣は、行政刷新会議の「基本方針」を閣議決定するとしているが、国民生活に密着し

た事業の廃止・民間移行について、国民的な議論がされたとはとても言えない。事業仕分け

の判定に対して、各府省から事業見直し案が提示されたものの、水面下で折衝が続けられ情

報が公開されず、国の予算の「可視化」だと宣伝してきた仕分けのやり方とは大きく異なっ

ている。重要な独法事業の見直しに、国民的議論を避けるようでは、誰のための改革なのか、

疑問は大きい。 

５ 事業の廃止・縮小・民間移行等は、組織そのものの存続・再編に直結し、雇用への影響も

危惧せざるを得ない。先に、独法雇用・能力開発機構廃止法案において、職員の労働契約を

除く条項が含まれたこと等を問題にして特殊法人労連はこれに反対してきた。 

国による事業の廃止である以上、国が雇用に責任を持つのは当然である。独法の多くの労

働者は労働三法の適用対象であり、解雇には「整理解雇の4要件」をはじめ、高度に合理的理

由が必要である。国民のくらしを守る事業を国民の理解もないまま、廃止・民間移行し、職

員を解雇するようなことがあってはならない。 

人件費等労働条件に関することも見直し対象として挙げられているが、非特定独立行政法

人では労働条件は労使で決定できるものであり、独法通則法第63条で規定されている。行政

刷新会議が総人件費を厳しく見直したり、給与水準を「国家公務員と同等」となるよう求め

ることは行き過ぎであり、具体的に本給や管理職手当、現給保障の削減等を指摘することは

介入とも言える。 

特殊法人労連は、「基本方針」に反対し、公的事業と雇用・労働条件を守るために全力を

挙げるものである。                         以 上 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原研労組に加入し、労働条件の改善と働きがいある職場を、ともにめざしましょう。  URL http://orange.zero.jp/genkenrouso.wing/  E-mail genkenrouso@muse.ocn.ne.jp  （ 内線Tel. 81-5413, 81-5414 ） 

原研労組中執ニュース 

原子力平和利用三原則－公開・民主・自主－を守ろう 回 

覧 日本原子力研究開発機構労働組合 
〒319-1106 茨城県那珂郡東海村白方白根2-4  Tel. 029 (282) 5413, 5414  Fax. 029 (284) 0568 No.4812(62-15) 

2010.12.2(木) 

12月6日（月）中央委員会を開催します。 

と き：12月6日（月）18時30分から 

ところ：原科研・研究１棟・第５会議室 

議 題：2010年度賃金改定と12月一時金について、その他 

中央委員の方は準備をお願い致します。 



【 あゆみ速報 No.4812 (62-15) 2010.12.2 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


